
法務局における司法書士の無料法律相談の実施について 

 

 

令和６年５月８日（水）から、福井県司法書士会が、毎週水曜日に定期開催し

ている司法書士による無料法律相談会の一部を福井地方法務局において、以下

のとおり実施しています。 

 

「相続したので家の名義を変えたい」（相続登記）などの相談について、御

希望の方は、下記の福井県司法書士会の予約受付までお早めにお申し込みくだ

さい。 

 

 

【福井地方法務局会場】 

住  所：福井市春山１丁目１番５４号 福井春山合同庁舎５階 

相談日時：第２・第４水曜日 午後１時～午後３時 

定  員：３組（完全予約制） 

【予約受付（完全予約制）】 

福井県司法書士会 

電話番号：０７７６－４３－１６６９ 

※ 予約の受付は、平日午前１０時から午後３時までとなります。 
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